別表第1(第5条関係)
採用試験受験資格基準
区分
学歴及び経歴
年齢

吏員の職
学歴及び経歴は問わないが学校教育法による大学(短期大学を除く。)卒業程度の学力を有する者
満22年から満30年まで。ただし、採用試験を行う年度又は次年度に大学(短期大学を除く。)を卒業し、又は卒業見込みの者については年齢を問わない。

雇員の職
学歴及び経歴を問わないが学校教育法による高等学校卒業程度の学力を有する者
満18年から満26年まで

